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最初の２日間が学科講習、３日目が実技講習です。いずれも修了試験があります。 

【日 時】 平成２9 年5 月1０日（水）～平成２9 年5 月1２日（金） 

学科：5 月 1０日(水)・11 日(木) ９：００～１７：１０ 

（集合受付 ８：３０～、オリエンテーション ８：５０） 

実技：5 月 1２日(金) ８：００～１７：３０（集合７：５０） 

※最終日の終了時間は修了試験の関係で前後する場合があります。 

【会 場】 北上職業訓練協会 北上高等職業訓練校 

【受 講 料】 会員 ２５，９２０円・非会員 ２７，５６５円 

受講料は振り込みでもお支払いできます。 

(振込先：北上信用金庫 大堤支店 普通 0138613 職業訓練法人北上職業訓練協会) 

【定 員】 ２０名 

【申込方法】 受講する方の雇用保険被保険者証（写）、受講料、申込書に受講料、 

写真 1枚（３０mm×２４mm 裏面に氏名記入）を添えてお申し込みください。 

「申込書」はホームページ（http://kitakun.org/）からダウンロードできます。 

【申込締切】 平成 29年 5 月 2 日（火） 

【持 ち 物】 筆記用具、印鑑、計算機、昼食、実技講習に適した服装、ヘルメット、 

呼子笛、玉掛け用革手袋、安全靴、雨具等 

【そ の 他】 ・修了証は、学科、実技試験両方に合格した方に即日交付（印鑑必須）となります。 

・受講票は申込締切後お送りしますので、当日ご持参下さい。 

・納入済の料金は、一切返金できませんのでご了承願います。  

 

 労働安全衛生法の規定により、つり上げ荷重が１トン以上のクレーン、移動式クレーンの

玉掛け作業については、労働局に登録する機関が行う技能講習を修了した者でなければ作

業できません。「玉掛け」は、クレーンのある現場では必須の資格です。 

 なお、自動車免許をお持ちでない方（ただし１８歳以上）でも受講できます。 

お問い合わせ・お申し込みは・・・ 

職業訓練法人 北上職業訓練協会 
〒024-0051 北上市相去町山田 2番地 42 

TEL 0197-81-5577 FAX 0197-81-5578 

URL http://kitakun.org/   E-mail info@kitakun.org 
 

実施機関：岩手労動局長登録教習機関 17-301 

職業訓練法人東磐職業訓練協会 


